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西尾市ＡＬＴ(外国語指導助手)派遣事業プロポーザル実施要領  

 

 

１ 目的 

本業務は小・中学校及び義務教育学校の児童生徒が外国語（英語）で積極的にコ

ミュニケーションを図ることができるように育てるとともに、言語やその背景にあ

る文化に関する理解を高め、国際理解（多文化理解）を深めることを目的とする。 

これを踏まえ、外国人指導助手（以下「ＡＬＴ」と言う。）派遣事業の契約につい

ては、価格のみではなく事業者に係る業務実績（外国語教育を中心とした学校の行

催事や国際理解教育への協力はもとより、外国人児童生徒が多数いる多様な教育環

境で求められる多文化教育に対する支援）や企画力（小・中学校及び義務教育学校

の教員の外国語（英語）指導力の向上のための研修、授業時間に実施可能な小学校

６年生、中学校３年生を対象とする実践的な言語運用能力を高める具体的な外国語

活動案やＡＬＴの活用方法）など総合的な見地から最適な事業者を選定する必要が

ある。このため、プロポーザル方式により契約の相手方となる受託候補者を選定す

るものである。 

 

 

２ 業務の概要 

(1)業務名     

西尾市ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業 

 (2)業務内容 

   別紙Ａ 別添仕様書のとおり 

(3)業務場所 

   西尾市立小学校２５校、中学校９校、義務教育学校１校 

(4)契約期間 

   契約締結日から令和１１年３月３１日まで。ただし契約締結日から令和８年３ 

月３１日までは準備期間とする。 

（地方自治法 234 条の 3 の規定に基づく長期継続契約） 

 (5)委託費の上限額 

   令和 ８年度  ６４，３５０千円 

   令和 ９年度  ６４，３５０千円 

   令和１０年度  ６４，３５０千円 

    合 計  １９３，０５０千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※契約締結日から令和８年３月３１日までの準備期間における費用は、受託者の

負担とする。 

(6)その他 

企画提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超える 

ことは認めない。 

なお、提案内容を勘案し委託費を決定するため、委託契約額が見積額と同じに 

なるとは限らない。 
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３ 審査基準及び審査方法 

  公募型プロポーザル方式による選定とする。 

  西尾市が選任する者をもって企画提案書等の提出書類、プレゼンテーションの内 

容を総合的に評価、採点し、その審査結果を基に受託候補者を決定する。なお、応 

 募多数の場合は、事務局による第一次審査（書類審査）を行う場合がある。 

  また、審査内容、審査結果に対する異議の申し立ては、一切受け付けないものと 

する。 

 

 

４ スケジュール（予定） 

募集要領等公開日（公告日） 令和７年１０月２３日（木） 

質問書提出締切       令和７年１０月３１日（金）正午まで 

質問への回答        令和７年１１月 ７日（金） 

参加資格申請書提出締切   令和７年１１月１４日（金）午後５時まで 

参加資格確認通知      令和７年１１月１８日（火） 

企画提案書等提出締切    令和７年１２月 １日（月）午後５時まで 

審査会           令和７年１２月２２日（月） 

審査結果通知        令和８年 １月 ５日（月） 

事業内容協議        令和８年 １月中旬 

契約締結          令和８年 ２月上旬 

  

 

５ プロポーザル参加資格要件 

  プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす法人とする。 

(1)公告日において西尾市入札参加資格者名簿に掲載され、大分類「03 役務の提供

等」中分類「15 外国語」に記載があること。 

(2)愛知県内に本店、支店または営業所を有していること。 

(3)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

(4)西尾市の入札参加指名停止等措置を受けていない者であること。 

(5)本店及び支店等が国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(6)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申し立て 

がなされている者でない、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

(7)破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申し立てがなされ 

ていないこと。 

(8)「西尾市が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を 

受けていない者であること。 

(9) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭 

和６０年法律 第８８号）に基づく派遣事業許可を受けていること。 

(10)令和５年度以降に、愛知県内において１市町村以上の外国語指導助手派遣の契

約履行実績があること。 

(11)令和２年度以降に、事業主が出入国管理及び難民認定法による処分を受けてい
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ないこと。 
(12)令和２年度以降に、事業主が労働基準法等に違反し、処分を受けたことがない

こと。 

（13)宗教活動や政治活動を目的とする法人でないこと。 

 

 

６ 質問事項の受付、回答 

(1)質問内容 

実施要領に関する説明会は開催しない。ただし、質問を受け付け、回答する。 

質問は、企画提案書の作成及び提出に必要な事項並びに業務に係る条件に限る 

  ものとし、評価及び審査に係る質問並びに提案内容に係る質問は受け付けな

い。 

(2)質問方法 

 ア 提出方法 

・質問がある場合は、令和７年１０月２３日（木）から３１日（金）正午 

までに別添質問書により電子メールにて問い合わせること。 

・電子メールのタイトルは「西尾市ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業に関 

する質問（会社名）」とし、質問書を添付すること。 

  イ 提出先 

    西尾市教育委員会事務局学校教育課 庶務担当 

    gakko-kyoiku@city.nishio.lg.jp 

    電話：０５６３－６５－２１７７（直通） 

  ウ 回答 

    令和７年１１月７日（金）までに西尾市ホームページにて一括回答する。 

  エ その他 

    ・質問は１社につき１回までとする。 

    ・質問書を送付した場合は、必ずその旨を提出先に電話連絡し、受信の確 

     認をすること。質問書が期間内に届いていない場合は、その質問は無効 

とする。 

 

 

７ 参加資格申請書の提出 

(1)参加資格申請書（様式第１号） 

(2)納税証明書等（未納の税額がないことの証明書）１部ずつ 

※国税（法人税、消費税及び地方消費税）、県税（法人県民税、法人事業税（地 

方法人特別税を含む）及び自動車税）、市町村税（法人市町村民税 、固定資 

産税及び軽自動車税）について、国及び申込者の所在地における地方公共団 

体が証明する書類 

※過去３か月以内に発行されたもので直近１年度分 

(3)労働者派遣事業の許可番号が記載された許可証の写し １部 

(4)令和５年度以降に愛知県内でのＡＬＴ派遣実績を証明する契約書の写し １部 

※任意様式で、自社以外の個人や法人を特定できる情報、印影などは黒塗りで

良い。 
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(5)提出期限 令和７年１１月１４日（金）午後５時まで 

午前９時から午後５時までの受付時間中（土・日・祝日は除く。）に西尾市教育

委員会事務局学校教育課に持参又は郵送にて提出(必着)すること。 

（郵送の場合は、書留郵便又は配達証明に限る。） 

(6)提出場所 

〒４４５－８５０１ 愛知県西尾市寄住町下田２２番地 

西尾市教育委員会事務局学校教育課（本庁舎４階） 

 

 

８ 参加資格確認通知書の発送 

  参加資格確認通知書（様式第２号）発送日 令和７年１１月１８日（火） 

 

 

９ 企画提案書等の提出 

(1)企画提案書（様式第５号） 別紙Ｂ「西尾市ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事

業企画提案書作成要領」に基づき作成すること。 

(2)見積書（見積額は消費税及び地方消費税を含んだ総額を記載すること。）及び見 

積内訳書 

(3)提出期限 令和７年１２月１日（月）午後５時まで 

午前９時から午後５時までの受付時間中（土・日・祝日は除く。）に西尾市教育

委員会事務局学校教育課に持参又は郵送にて提出(必着)すること。（郵送の場合

は、書留郵便又は配達証明に限る。） 

(4)提出場所 

〒４４５－８５０１ 愛知県西尾市寄住町下田２２番地 

西尾市教育委員会事務局学校教育課（本庁舎４階） 

 

 

１０ 受託候補者の選定等 

(1)選定方法 

   提出された企画提案書を使用して、書類審査及びプレゼンテーションにより審 

査を行う。 

なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 

(2)審査方法 

西尾市が選任する者をもって選定委員会を構成し、企画提案書等の提出書類、

プレゼンテーションの内容を総合的に評価、採点し、その審査結果を基に受託候

補者を決定する。 

なお、応募多数の場合は事務局による第一次審査（書類審査）を行う場合があ

る。 

(3)審査会開催日（予定） 

令和７年１２月２２日（月） 

※プレゼンテーションの時間は電子メールにて通知する。 

 (4)会場 

   西尾市役所本庁舎４階４１会議室（提案者控室：４階４１相談室） 



 5 / 5 

(5)参加人数 

１提案者４名以内とし、必ず本業務を担当する者が所要時間の半分以上の説明

を行うこと。 

(6)説明時間 

   １提案者３０分とし、概要等説明２０分、質疑応答１０分とする。 

(7)選定基準 

 「西尾市ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業プロポーザル評価基準」に基づき選

定する。 

(8)審査結果の通知 

   審査結果は、令和８年１月５日（月）をめどに、提案者全員に結果通知書（様式

第６号）を発送する。また、審査結果通知後に西尾市ホームページで公開する。 

なお、審査内容、審査結果に対する異議の申し立ては、一切受け付けない。 

 

 

１１ 契約の締結 

  上記１０により選定された者を第一候補者として、細部について協議し、業務内 

容を確定した上で、契約を締結する。 

  なお、交渉が不調の場合は、評価により順位付けられた上位の者から順次交渉を 

行う。 

 

 

１２ その他 

(1)企画提案書等の作成、郵送等に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 

(2)企画提案書提出後の修正又は変更は一切認めない。 

(3)複数の企画提案は認めない。 

(4)提出された書類は返却しない。 

(5)提出された書類は、審査及び説明のために、その写しを作成し使用すること 

ができる。 

(6)提出された書類は、本プロポーザル業務以外の目的には使用しない。 

(7)採用された企画提案書の著作権は西尾市に帰属するものとする。 

(8)本案件は、予算の成立を条件とし、予算が成立しない場合、本業務委託は実施し 

ないものとする。 

(9)審査会でパソコン、プロジェクター、ケーブルなどの電子機器を利用する場合は

参加業者が用意すること。会場ではスクリーンとコンセント（電源）を用意する。 

(10)本案件に係る情報公開請求があった場合は、西尾市情報公開条例（平成 13 年西 

尾市条例第 20 号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

 

 

１３ 問合せ 

西尾市教育委員会事務局 学校教育課（本庁舎４階） 

  〒４４５－８５０１ 愛知県西尾市寄住町下田２２番地 

電話：０５６３－６５－２１７７（直通）  

FAX ：０５６３－５６－２７２７ 

E-mail：gakko-kyoiku@city.nishio.lg.jp 


